
 

令和７年度機構改革について 
 

【基本方針】 

令和７年度の機構改革は、相次ぐ自然災害に対する災害時の体制の強化、問題が複雑化・

複合化する住民生活の総合的な支援による地域福祉の充実、加古川駅周辺の再整備に向けた

事業の推進、部活動の地域展開など、本市の重点分野の取組を着実に実施できる体制を構築

する。 

このほか、効率的な行政経営を行うための組織規模の調整を実施する。 

 

【組織に関する具体的な事項】 

１ 防災安全部（防災部から改称） 

（１）生活安全課（市民協働部から移管） 

平時から警察や消防と連携している部署を一元化し、より連携を高めるとともに有

事の初動体制の強化を図るため、生活安全課を市民協働部から移管する。 

 

２ 企画部 

（１）企画広報課 

加古川駅周辺再整備に係る事業の効率化を図るため、加古川駅周辺まちづくり推進

担当を都市計画部加古川駅周辺再整備推進課に統合する。 

 

３ 市民協働部 

（１）人権文化センター 

より効率的な業務の執行体制を整備するため、総務係、教育・研修係、相談・啓発係

を、総務・研修係と教育・啓発係に再編する。 

 

（２）市民活動推進課 

より効率的な業務の執行体制を整備するため、男女共同参画・多様性社会推進担当及

び多文化共生担当を設置する。 

 

（３）生活安全課（防災安全部へ移管） 

生活安全課を防災安全部へ移管する。 

 

（４）スポーツ・文化課 

部活動の地域展開の実施に向けた体制整備のため、部活動地域展開推進担当を設置

する。 
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４ 産業経済部 

（１）産業振興課 

より効率的な業務の執行体制を整備するため、労働政策係と工業振興係を労政・工業

振興係へ統合する。 

 

５ 福祉部 

（１）地域福祉課（新設） 

・地域住民の抱える課題に対して福祉政策の立案と総合的な支援を行うため、地域福

祉課を新設し、組織規模を調整するため法人指導課と統合する。 

・係は法人指導課から統合した監査係と施設指導係のほか、高齢者・地域福祉課から

福祉政策係と生活福祉課からくらしサポート係を移管し、くらしサポート係を福祉

総合支援係に改称する。 

・監査指導担当を設置する。 

 

（２）高齢者支援課（高齢者・地域福祉課から改称） 

・高齢者・地域福祉課を高齢者支援課に改称する。 

・福祉政策係を地域福祉課へ移管する。 

 

（３）法人指導課（地域福祉課へ統合） 

法人指導課を地域福祉課へ統合する。 

 

（４）生活福祉課 

くらしサポート係を地域福祉課へ移管する。 

 

６ こども部 

（１）育児保健課 

より効率的な業務の執行体制を整備するため、母子保健係、子育て世代包括支援係、

訪問指導係を、母子保健係、子育て支援係、訪問指導係、育児助成係に再編する。 

 

７ 都市計画部 

（１）加古川駅周辺再整備推進課（加古川駅周辺再整備推進室から変更） 

加古川駅周辺再整備に係る事業の進展に伴い、加古川駅周辺再整備推進室を加古川

駅周辺再整備推進課に変更し、加古川駅周辺再整備係を整備計画係と施策調整係に

分割する。 
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８ 公平委員会（参考） 

（１）公平委員会事務局 

より効率的な業務の執行体制を整備するため、庶務係を設置する。 

 

９ 教育委員会（参考） 

教育総務部 

（１）教育総務課 

・学校規模適正化などの教育行政の特定課題を総合的に調整していくため、事業推進

担当を設置する。 

・学校規模適正化担当を廃止する。 

 

教育指導部 

（２）学校教育課 

部活動の地域展開の実施に向けた体制整備のため、部活動地域展開推進担当を設置

する。 

 

 

以 上   
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機構改革に伴う組織数比較表

課等
主幹
担当

係等 課等
主幹
担当

係等

秘 書 室 1 0 1 秘 書 室 1 0 1

防 災 部 1 0 3 防 災 安 全 部 2 0 5

企 画 部 4 7 10 企 画 部 4 6 10

総 務 部 5 0 11 総 務 部 5 0 11

税 務 部 4 0 11 税 務 部 4 0 11

市 民 協 働 部 15 2 15 市 民 協 働 部 14 5 12

産 業 経 済 部 2 0 7 産 業 経 済 部 2 0 6

環 境 部 5 0 9 環 境 部 5 0 9

福 祉 部 5 0 18 福 祉 部 5 1 18

健 康 医 療 部 4 0 9 健 康 医 療 部 4 0 9

こ ど も 部 5 0 10 こ ど も 部 5 0 11

建 設 部 6 0 15 建 設 部 6 0 15

都 市 計 画 部 6 1 14 都 市 計 画 部 6 1 15

計(13) 63 10 133 計(13) 63 13 133

会 計 室 1 0 2 会 計 室 1 0 2

計(1) 1 0 2 計(1) 1 0 2

小計(14) 64 10 135 小計(14) 64 13 135

上 下 水 道 局 5 1 13 上 下 水 道 局 5 1 13

消 防 本 部 6 0 13 消 防 本 部 6 0 13

議 会 事 務 局 1 0 2 議 会 事 務 局 1 0 2
選 挙 管 理 委 員 会
事 務 局 1 0 2 選 挙 管 理 委 員 会

事 務 局 1 0 2
公 平 委 員 会
事 務 局 1 0 0

公 平 委 員 会
事 務 局 1 0 1

監 査 事 務 局 1 0 0 監 査 事 務 局 1 0 0
農 業 委 員 会
事 務 局 1 0 1

農 業 委 員 会
事 務 局 1 0 1

教 育 総 務 部 3 1 7 教 育 総 務 部 3 1 7

教 育 指 導 部 6 0 11 教 育 指 導 部 6 1 11

小計(9) 25 2 49 小計(9) 25 3 50

合計(23) 89 12 184 合計(23) 89 16 185

令和６年度（現行） 令和７年度（改正）
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